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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続端子が設けられた第１面と、該第１面と反対側の第２面とを有する半導体素子、お
よび受発光部が設けられた第３面と、該第３面と反対側の第４面とを有する光半導体素子
を、基板上に、前記第２面および前記第４面が前記基板に当接するように載置する載置工
程と、
　前記半導体素子および前記光半導体素子の全体を第１樹脂で封止する封止工程と、
　前記接続端子から前記第１樹脂の表面に導出された配線導体を形成する配線形成工程と
、
　前記受発光部から前記第１樹脂の表面に導出された導光体を形成する導光体形成工程と
、を備える半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記基板が、放熱板を含む、請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記基板が、支持基板を含み、
　前記配線形成工程および前記導光体形成工程の後に、前記支持基板を除去する除去工程
をさらに備える、請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　接続端子が設けられた第１面と、該第１面と反対側の第２面とを有する半導体素子と、
　受発光部が設けられた第３面と、該第３面と反対側の第４面とを有する光半導体素子と
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、
　前記半導体素子および前記光半導体素子を、前記第２面および前記第４面が露出し、前
記第２面および前記第４面が、同一の仮想平面上に位置するように封止した第１樹脂体と
、
　前記接続端子から前記第１樹脂体の表面に導出された配線導体と、
　前記受発光部から前記第１樹脂体の表面に導出された導光体と、を備える半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体素子の前記第２面および前記光半導体素子の前記第４面に当接した放熱板を
さらに備える、請求項４記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法および半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子のパッケージの一種にＦＯ－ＷＬＰ（Fan Out Wafer Level Package）があ
る。これは、複数の半導体素子を樹脂で被覆することで擬似的なウエハを形成し、擬似的
なウエハに対して半導体素子の製造プロセス技術を適用して配線などを設けたパッケージ
である。擬似的なウエハに対して設ける配線を再配線と呼ぶ。
【０００３】
　ＦＯ－ＷＬＰ（単に、ＷＬＰと呼ぶ場合がある）の製造方法は、例えば、特許文献１に
記載されている。まず、支持基板上に粘着フィルムを配置し、粘着フィルム上に半導体チ
ップを配置する。このとき半導体チップは、配線等が形成された回路形成面を粘着フィル
ム側にして配置する。回路形成面の反対側に放熱板を接合する場合もある。その後、モー
ルド樹脂で半導体チップを被覆し、擬似ウエハを形成する。粘着フィルムを剥離して、支
持基板を除去し、露出した回路形成面上に、ビルドアップ法などによって再配線層を形成
する。さらに、裏面側からモールド樹脂を研削除去して半導体チップを露出させ、放熱板
を接合する場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－６３１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のＷＬＰでは、モールド樹脂で被覆したのち、支持基板を除去し、再配線層を形成
するという各工程が必須であり、これ以上の製造工程の簡略化が困難であった。また、放
熱板を接合するためには、モールド樹脂を研削除去する工程も必須であり、製造工程の簡
略化がさらに困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態である半導体装置の製造方法は、接続端子が設けられた第１面と、
該第１面と反対側の第２面とを有する半導体素子を、基板上に、前記第２面が前記基板に
当接するように載置する載置工程と、
　前記半導体素子の全体を第１樹脂で封止する封止工程と、
　前記接続端子から前記第１樹脂の表面に導出された配線導体を形成する配線形成工程と
、を備える。
【０００７】
　本発明の一実施形態である半導体装置の製造方法は、接続端子が設けられた第１面と、
該第１面と反対側の第２面とを有する半導体素子、および受発光部が設けられた第３面と
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、該第３面と反対側の第４面とを有する光半導体素子を、基板上に、前記第２面および前
記第４面が前記基板に当接するように載置する載置工程と、
　前記半導体素子および前記光半導体素子の全体を第１樹脂で封止する封止工程と、
　前記接続端子から前記第１樹脂の表面に導出された配線導体を形成する配線形成工程と
、
　前記受発光部から前記第１樹脂の表面に導出された導光体を形成する導光体形成工程と
、を備える。
【０００８】
　本発明の一実施形態である半導体装置は、接続端子が設けられた第１面と、該第１面と
反対側の第２面とを有する半導体素子と、
　前記半導体素子を、前記第２面が露出するように封止した第１樹脂体と、
　前記接続端子から前記第１樹脂体の表面に導出された配線導体と、を備える。
【０００９】
　本発明の一実施形態である半導体装置は、接続端子が設けられた第１面と、該第１面と
反対側の第２面とを有する半導体素子と、
　受発光部が設けられた第３面と、該第３面と反対側の第４面とを有する光半導体素子と
、
　前記半導体素子および前記光半導体素子を、前記第２面および前記第４面が露出し、前
記第２面および前記第４面が、同一の仮想平面上に位置するように封止した第１樹脂体と
、
　前記接続端子から前記第１樹脂体の表面に導出された配線導体と、
　前記受発光部から前記第１樹脂体の表面に導出された導光体と、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一実施形態である半導体装置の製造方法によれば、接続端子が設けられた第１
面とは反対側の第２面を基板に当接するようにして半導体素子を載置するので、基板に載
置したままの状態で、第１樹脂による半導体素子の樹脂封止と再配線に相当する配線導体
の絶縁層形成とを一つの工程で行うことができる。さらに、樹脂封止と配線導体形成との
間に基板を除去する必要が無いので、従来に比べて製造工程を簡略化することができる。
【００１１】
　本発明の一実施形態である半導体装置の製造方法によれば、接続端子が設けられた第１
面とは反対側の第２面および受発光部が設けられた第３面とは反対側の第４面を基板に当
接するようにして半導体素子および光半導体素子を載置するので、基板に載置したままの
状態で、第１樹脂による半導体素子および光半導体素子の樹脂封止と再配線に相当する配
線導体および導光体の絶縁層形成とを一つの工程で行うことができる。さらに、樹脂封止
と配線導体形成、導光体形成との間に基板を除去する必要が無いので、従来に比べて製造
工程を簡略化することができる。
【００１２】
　本発明の一実施形態である半導体装置によれば、第１樹脂体は、従来のモールド樹脂と
再配線層の絶縁樹脂層とが一体化された構造であるので、小型化可能で信頼性が向上する
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態の製造方法の各工程を示す概略図である。
【図２】第２実施形態の製造方法の各工程を示す概略図である。
【図３】第３実施形態である半導体装置１００の断面図である。
【図４】第４実施形態である半導体装置２００の断面図である。
【図５】第５実施形態の他の製造方法の各工程を示す概略図である。
【図６】第６実施形態の他の製造方法の各工程を示す概略図である。
【図７】第７実施形態である半導体装置３００の断面図である。



(4) JP 6971052 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【図８】第８実施形態である半導体装置４００の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下に説明する
各図面において同じ構成部材には同じ符号を付すものとする。また、各部材の大きさや部
材同士の間の距離などは模式的に図示しており、現実のものとは縮尺などが異なる場合が
ある。なお、以下の実施形態は例示であって、本発明はこれらの実施形態に限定されるも
のではない。
【００１５】
　第１実施形態は、ＦＯ－ＷＬＰ（Fan Out Wafer Level Package）による半導体装置の
製造方法である。図１は、第１実施形態の製造方法の各工程を示す概略図である。後述す
るが、本実施形態では、基板として、支持基板１を用いる。支持基板１は、ダミー基板や
キャリア基板などと呼ばれ、製造工程中は半導体素子などを支持、搬送する役目を担って
おり、工程の終盤において除去され、半導体装置を構成しない基板である。
【００１６】
　図１（ａ）は、準備工程を示している。準備工程では、半導体素子を載置するための支
持基板１を準備する。本実施形態の支持基板１は、載置した半導体素子を固定するための
粘着剤層２付きの支持基板１である。支持基板１は、半導体素子を載置する表面が平坦な
ものであって、製造工程中の環境変化によって変形および伸縮（寸法変化）などが生じな
いもの、または生じたとしても一定範囲内であるものであればよく、たとえば、シリコン
（Ｓｉ）基板、ガラス基板、アルミニウムもしくはその他の金属基板、またはポリイミド
フィルムもしくはプリント基板等の有機基板を用いることができる。
【００１７】
　粘着剤層２は、製造工程中に半導体素子の位置が変化しないように、製造工程中の環境
変化によって粘着性の変化が生じないものであって、支持基板１を除去するときに、ＷＬ
Ｐ側に残らず容易に分離できるものであればよい。粘着剤としては、例えば、エポキシ樹
脂系、アクリル樹脂系またはウレタン樹脂系の粘着剤を用いることができる。粘着剤層２
は、支持基板１の、半導体素子を載置する表面に液体状またはゲル状などの粘着剤を塗布
して形成してもよく、粘着フィルムを貼り付けてもよい。粘着フィルムは、例えば、基材
と粘着剤層とからなるものを用いることができる。
【００１８】
　図１（ｂ）は、載置工程を示している。準備工程で準備した支持基板１の、粘着剤層２
が設けられた面に半導体素子３を載置する。載置工程では、例えば、複数の半導体素子３
を等間隔でマトリクス状に配置する。半導体素子３には、外部回路などと接続するための
接続端子３１が設けられている。接続端子３１は、半導体素子３の第１面３ａに設けられ
ており、全ての接続端子３１は、半導体素子３の第１面３ａに集約されている。半導体素
子３の第１面３ａとは反対側の第２面３ｂは、平坦面であり、第１面３ａと第２面３ｂと
は平行である。
【００１９】
　本実施形態の載置工程では、半導体素子３の第２面３ｂが、支持基板１の表面に当接す
るように、半導体素子３を支持基板１上に載置する。言い換えると、半導体素子３の第１
面３ａが上方を向いて接続端子３１が露出した状態で支持基板１上に載置する。
【００２０】
　図１（ｃ）は、封止工程を示している。上記のように半導体素子３を支持基板１上に載
置した状態で、半導体素子３の全体を第１樹脂４で封止する。未硬化の第１樹脂４が液状
であれば、カーテンコート法やスリットコート法、スプレーコート法、あるいはキャスト
法等により封止することができる。また第１樹脂４がフィルム状の場合は真空ラミネート
法等により封止することができる。
【００２１】
　前工程では、半導体素子３の第１面３ａが露出した状態、すなわち接続端子３１が露出
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した状態であり、本封止工程では、露出した第１面３ａを第１樹脂４で被覆するように樹
脂封止する。半導体素子３の厚さ（接続端子３１含む）が例えば、５０～５００μｍとす
ると、第１樹脂４の厚さ（支持基板１表面から第１樹脂４表面までの距離）は、半導体素
子３の厚さを超える厚さ、例えば１００～６００μｍとすれば第１樹脂４が接続端子３１
を確実に被覆することができる。このように、第１樹脂４が、接続端子３１をも被覆する
ことで、従来のＷＬＰにおけるモールド樹脂と再配線層の絶縁樹脂層とを一体化したもの
として得られる。
【００２２】
　第１樹脂４としては、従来の半導体素子封止用の樹脂であればどのような樹脂でも使用
することができるが、例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、液晶ポリ
マなどを用いることができる。
【００２３】
　図１（ｄ）は、端子露出工程を示している。本工程では、第１樹脂４の表面から接続端
子３１まで貫通する貫通孔４０を形成することで、接続端子３１を露出させる。貫通孔４
０は、例えば、エッチングプロセス技術を利用して形成することができる。第１樹脂４の
表面にエッチングマスクを設け、エッチングガスまたはエッチング液によって、貫通孔４
０となる部分の樹脂を除去すればよい。また、第１樹脂４に感光性樹脂を用いることで、
封止工程と端子露出工程とをフォトリソグラフィ技術を利用して行うこともできる。例え
ば、未硬化の第１樹脂４で半導体素子３を被覆し、遮光マスクを用いて貫通孔４０となる
部分を未硬化のまま、その他の部分を硬化させ、現像して未硬化の樹脂を除去し、貫通孔
４０が設けられた第１樹脂４を形成することができる。図１（ｅ）は、形成工程を示して
いる。本工程では、貫通孔４０に導電材料を充填して、あるいは貫通孔４０の内壁に導電
材料を被着して貫通導体５０を形成し、第１樹脂４の表面に、貫通導体５０と電気的に接
続する表面配線５１を形成する。貫通導体５０および表面配線５１の形成は、いずれも有
機基板配線技術を利用して形成することができる。例えば、無電解めっきまたは電解めっ
きによって、貫通導体５０および表面配線５１を形成することができる。なお、上記の端
子露出工程と形成工程とを合わせて配線形成工程であり、貫通導体５０と表面配線５１と
で配線導体が構成される。
【００２４】
　図１（ｆ）は、除去工程を示している。本工程では、支持基板１を粘着剤層２ごと剥離
して支持基板１を除去する。粘着性が比較的弱い粘着剤を使用する場合は、機械的に支持
基板１を剥離することができる。また、粘着性が比較的強い粘着剤であっても、紫外光の
照射によって粘着性が低下したり、加熱によって粘着性が低下するような粘着剤を使用す
れば、除去工程よりも前の工程では、強固に固定しておき、除去工程において、粘着性を
低下させて容易に剥離することもできる。また、第１樹脂４には影響を与えないが粘着剤
を可溶化できるような溶剤を用いて、粘着剤層２を溶解させて除去することで支持基板１
を剥離してもよい。
【００２５】
　図１（ｇ）は、個片化工程を示している。本工程では、例えば、ダイシング装置などを
使用して、半導体装置１００毎に個片化する。以上の製造方法によって半導体装置１００
を得ることができる。
【００２６】
　第２実施形態は、ＦＯ－ＷＬＰによる半導体装置の製造方法である。図２は、第２実施
形態の製造方法の各工程を示す概略図である。本実施形態も第１実施形態と同様に、基板
として、支持基板１を用いる。
【００２７】
　図２（ａ）は、準備工程を示している。準備工程では、半導体素子および光半導体素子
を載置するための支持基板１を準備する。本実施形態の支持基板１は、載置した半導体素
子および光半導体素子を固定するための粘着剤層２付きの支持基板１である。支持基板１
は、半導体素子および光半導体素子を載置する表面が平坦なものであって、製造工程中の
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環境変化によって変形および伸縮（寸法変化）などが生じないもの、または生じたとして
も一定範囲内であるものであればよく、たとえば、シリコン（Ｓｉ）基板、ガラス基板、
アルミニウムもしくはその他の金属基板、またはポリイミドフィルムもしくはプリント基
板等の有機基板を用いることができる。
【００２８】
　粘着剤層２は、製造工程中に半導体素子および光半導体素子の位置が変化しないように
、製造工程中の環境変化によって粘着性の変化が生じないものであって、支持基板１を除
去するときに、ＷＬＰ側に残らず容易に分離できるものであればよい。粘着剤としては、
例えば、エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系またはウレタン樹脂系の粘着剤を用いることが
できる。粘着剤層２は、支持基板１の、半導体素子および光半導体素子を載置する表面に
粘着剤を塗布して形成してもよく、粘着フィルムを貼り付けてもよい。粘着フィルムは、
例えば、基材と粘着剤層とからなるものを用いることができる。
【００２９】
　図２（ｂ）は、載置工程を示している。準備工程で準備した支持基板１の、粘着剤層２
が設けられた面に半導体素子３および光半導体素子６を載置する。載置工程では、半導体
素子３と光半導体素子６との組合わせを、例えば等間隔でマトリクス状に配置する。半導
体素子３には、外部回路などと接続するための接続端子３１が設けられている。接続端子
３１は、半導体素子３の第１面３ａに設けられており、全ての接続端子３１は、半導体素
子３の第１面３ａに集約されている。半導体素子３の第１面３ａとは反対側の第２面３ｂ
は、平坦面であり、第１面３ａと第２面３ｂとは平行である。光半導体素子６には、半導
体素子３と電気的に接続するための接続端子６１および受発光部６２が設けられている。
接続端子６１および受発光部６２は、光半導体素子６の第３面６ａに設けられており、全
ての接続端子６１および受発光部６２は、光半導体素子６の第３面６ａに集約されている
。光半導体素子６の第３面６ａとは反対側の第４面６ｂは、平坦面であり、第３面６ａと
第４面６ｂとは平行である。受発光部６２は、受光と発光の両方を行うものに限らず、受
光のみを行うもの、発光のみを行うものも含まれる。
【００３０】
　本実施形態の載置工程では、半導体素子３の第２面３ｂが、支持基板１の表面に当接す
るように、半導体素子３を支持基板１上に載置する。言い換えると、半導体素子３の第１
面３ａが上方を向いて接続端子３１が露出した状態で支持基板１上に載置する。また、光
半導体素子６の第４面６ｂが、支持基板１の表面に当接するように、光半導体素子６を支
持基板１上に載置する。言い換えると、光半導体素子６の第３面６ａが上方を向いて接続
端子６１および受発光部６２が露出した状態で支持基板１上に載置する。
【００３１】
　図２（ｃ）は、封止工程を示している。上記のように半導体素子３および光半導体素子
６を支持基板１上に載置した状態で、半導体素子３および光半導体素子６の全体を第１樹
脂４で封止する。第１樹脂４による封止は、例えば、金型に支持基板１をセットし、軟化
した第１樹脂４を金型内に注入して硬化させ、金型から離型する。金型にウエハ形状のも
のを使用すれば、離型後には第１樹脂４で封止された疑似ウエハが得られる。擬似ウエハ
は、後工程において、半導体製造プロセス技術を容易に適用することができる。
【００３２】
　前工程では、半導体素子３の第１面３ａおよび光半導体素子６の第３面６ａが露出した
状態、すなわち接続端子３１，６１および受発光部６２が露出した状態であり、本封止工
程では、露出した第１面３ａおよび第３面６ａを第１樹脂４で被覆するように樹脂封止す
る。半導体素子３の厚さ（接続端子３１含む）が例えば、１００～５００μｍとし、光半
導体素子６の厚さが例えば、５０～２５０μｍとする。半導体素子３と光半導体素子６と
では、厚さが同じあってもよく、異なっていてもよいが、本実施形態では、異なっている
ものとする。上記のように、光半導体素子６の方が、厚さが薄いものとする。第１樹脂４
の厚さ（支持基板１表面から第１樹脂４表面までの距離）は、厚い方の半導体素子３の厚
さを超える厚さ、例えば１５０～６００μｍとすれば第１樹脂４が接続端子３１，６１お
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よび受発光部６２を確実に被覆することができる。このように、第１樹脂４が、接続端子
３１，６１および受発光部６２をも被覆することで、従来のＷＬＰにおけるモールド樹脂
と再配線層の絶縁樹脂層とを一体化したものとして得られる。
【００３３】
　第１樹脂４としては、受発光部６２に対する光導波路のクラッド層として機能するため
に、感光性があり、受発光しようとする光（例えば、近赤外線）に対して透明である樹脂
であれば使用することができる。例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂
、液晶ポリマ、およびＰＢＯ(ポリベンゾオキサゾール)、ＣＯＰ(シクロオレフィンポリ
マ)、ＣＯＣ(シクロオレフィンコポリマ)などを用いることができる。
【００３４】
　図２（ｄ）は、端子露出工程を示している。本工程では、第１樹脂４の表面から接続端
子３１，６１および受発光部６２まで貫通する貫通孔４０を形成することで、接続端子３
１，６１および受発光部６２を露出させる。貫通孔４０は、例えば、第１実施形態と同様
にエッチングプロセス技術を利用して形成することができる。また、第１樹脂４に感光性
樹脂を用いることで、封止工程と端子露出工程とをフォトリソグラフィ技術を利用して行
うこともできる。例えば、未硬化の第１樹脂４で半導体素子３および光半導体素子６を被
覆し、遮光マスクを用いて貫通孔４０となる部分を未硬化のまま、その他の部分を硬化さ
せ、現像して未硬化の樹脂を除去し、貫通孔４０が設けられた第１樹脂４を形成すること
ができる。図２（ｅ）は、導光体形成工程を示している。本工程では、受発光部６２から
外部へ発する光または受発光部６２が外部から受光する光の導光体７０を形成する。第１
樹脂４がクラッド層として機能し、貫通孔４０内にコア層として機能する材料を充填する
ことで導光体７０を形成することができる。コア層となる材料は、第１樹脂４の屈折率よ
りも大きな屈折率を有する透明材料であればよく、上記の第１樹脂４と同様の樹脂材料か
ら、第１樹脂４として選択した材料よりも屈折率が大きな樹脂材料を選択すればよい。図
２（ｆ）は、形成工程を示している。本工程では、第１実施形態と同様に貫通孔４０に導
電材料を充填して、あるいは貫通孔４０の内壁に導電材料を被着して貫通導体５０を形成
し、第１樹脂４の表面に、貫通導体５０と接続する表面配線５１を形成する。さらに、表
面配線５１によって、接続端子３１の一部と接続端子６１とを接続し、半導体素子３と光
半導体素子６とを電気的に接続することができる。なお、上記の端子露出工程と導光体形
成工程と形成工程とを合わせて配線形成工程であり、貫通導体５０と表面配線５１とで配
線導体が構成される。
【００３５】
　図２（ｇ）は、除去工程を示している。本工程では、支持基板１を粘着剤層２ごと剥離
して支持基板１を第１実施形態と同様に除去する。
【００３６】
　図２（ｈ）は、個片化工程を示している。本工程では、第１実施形態と同様に、ダイシ
ング装置などを使用して、半導体装置２００毎に個片化する。以上の製造方法によって半
導体装置２００を得ることができる。
【００３７】
　図３は、第３実施形態である半導体装置１００の断面図である。半導体装置１００は、
上記の第１実施形態の製造方法で製造されたものである。半導体装置１００は、接続端子
３１が設けられた第１面３ａと、第１面３ａと反対側の第２面３ｂとを有する半導体素子
３と、半導体素子３を、第２面３ｂが露出するように封止した第１樹脂体４Ａと、接続端
子３１から第１樹脂体４Ａの表面に導出された配線導体である貫通導体５０および表面配
線５１と、を備える。
【００３８】
　従来のＦＯ－ＷＬＰでは、封止樹脂と、再配線層における絶縁樹脂とは異なる樹脂を使
用しており、例えば、熱膨張係数の違いなどに起因して、封止樹脂と再配線層との層間剥
離や断線などを生じるおそれがあった。これに対して、本実施形態の半導体装置１００は
、封止樹脂と配線導体の絶縁樹脂とが第１樹脂体４Ａとして一体化されているので、層間
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剥離および断線の発生を抑制して信頼性を向上させることができる。また、本実施形態の
半導体装置１００は、実装時のばらつきが低減されることにより、実装後の電気特性など
の特性のばらつきも低減される。
【００３９】
　図４は、第４実施形態である半導体装置２００の断面図である。半導体装置２００は、
上記の第２実施形態の製造方法で製造されたものである。半導体装置２００は、接続端子
３１が設けられた第１面３ａと、第１面３ａと反対側の第２面３ｂとを有する半導体素子
３と、受発光部６２が設けられた第３面６ａと、第３面６ａと反対側の第４面６ｂとを有
する光半導体素子６と、半導体素子３および光半導体素子６を、第２面３ｂおよび第４面
６ｂが露出し、第２面３ｂおよび第４面６ｂが、同一の仮想平面上に位置するように封止
した第１樹脂体４Ａと、接続端子３１から第１樹脂体４Ａの表面に導出された配線導体で
ある貫通導体５０および表面配線５１と、受発光部６２から第１樹脂体４Ａの表面に導出
された導光体７０と、を備える。さらに、光半導体素子６は、第３面６ａに接続端子６１
を有しており、半導体素子３の接続端子３１の１つと、貫通導体５０および表面配線５１
を介して電気的に接続されている。
【００４０】
　本実施形態の半導体装置２００も半導体装置１００と同様に、封止樹脂と配線導体の絶
縁樹脂とが第１樹脂体４Ａとして一体化されているので、層間剥離および断線の発生を抑
制して信頼性を向上させることができる。
【００４１】
　第５実施形態は、ＦＯ－ＷＬＰによる半導体装置の他の製造方法である。図５は、第５
実施形態の他の製造方法の各工程を示す概略図である。後述するが、本実施形態では、基
板として、放熱板８を用いる。放熱板８は、製造された半導体装置において、動作時に半
導体素子から生じる熱を放熱して半導体素子を冷却する。第１実施形態の支持基板とは異
なり、除去されずに半導体装置を構成する。なお、製造工程中は、放熱板８が、前述の支
持基板１として機能する。以下の説明において、個片化工程以外の工程は、第１実施形態
と類似するので、詳細な説明を省略する場合がある。
【００４２】
　図５（ａ）は、準備工程を示している。準備工程では、半導体素子を載置するための放
熱板８を準備する。本実施形態の放熱板８は、載置した半導体素子を接合するための接合
材層９付きの放熱板８である。放熱板８は、半導体素子を載置する表面が平坦なものであ
って、冷却能力を有するものであればよく、例えば、アルミニウム、銅またはその他の金
属基板を用いることができる。接合材層９には、半導体素子と放熱板８とを接合すること
が可能な接合材を用いることができ、例えば、はんだ、ろう材およびダイアタッチ材など
を用いることができる。
【００４３】
　図５（ｂ）は、載置工程を示している。準備工程で準備した放熱板８の、接合材層９が
設けられた面に半導体素子３を載置し、リフローなどによって固定化する。載置工程では
、複数の半導体素子３を、例えば等間隔でマトリクス状に配置する。半導体素子３は、上
記実施形態の半導体素子３と同様である。
【００４４】
　図５（ｃ）は、封止工程を示している。上記のように半導体素子３を支持基板１上に載
置した状態で、半導体素子３の全体を第１樹脂４で封止する。本実施形態の封止工程は、
上記実施形態の封止工程と同様である。
【００４５】
　図５（ｄ）は、端子露出工程を示している。本工程では、第１樹脂４の表面から接続端
子３１まで貫通する貫通孔４０を形成することで、接続端子３１を露出させている。図５
（ｅ）は、形成工程を示している。本工程では、貫通孔４０に導電材料を充填して、ある
いは貫通孔４０の内壁に導電材料を被着して貫通導体５０を形成し、第１樹脂４の表面に
、貫通導体５０と接続する表面配線５１を形成する。本実施形態の端子露出工程および形
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成工程は、上記実施形態の端子露出工程および形成工程と同様である。なお、端子露出工
程と形成工程とを合わせて配線形成工程であり、貫通導体５０と表面配線５１とで配線導
体が構成される。
【００４６】
　図５（ｆ）は、個片化工程を示している。本工程では、例えば、ダイシング装置などを
使用して、半導体装置３００毎に個片化する。放熱板８も半導体装置３００を構成するの
で、本工程において個片化される。以上の製造方法によって半導体装置３００を得ること
ができる。
【００４７】
　第６実施形態は、ＦＯ－ＷＬＰによる半導体装置の他の製造方法である。図６は、第６
実施形態の他の製造方法の各工程を示す概略図である。本実施形態も第５実施形態と同様
に、基板として、放熱板８を用いる。
【００４８】
　図６（ａ）は、準備工程を示している。準備工程では、半導体素子および光半導体素子
を載置するための放熱板８を準備する。本実施形態の放熱板８は、載置した半導体素子お
よび光半導体素子を接合するための接合材層９付きの放熱板８である。放熱板８は、半導
体素子および光半導体素子を載置する表面が平坦なものであって、冷却能力を有するもの
であればよく、例えば、アルミニウム、銅またはその他の金属基板を用いることができる
。接合材層９には、半導体素子と放熱板８とを接合することが可能な接合材を用いること
ができ、例えば、はんだ、ろう材およびダイアタッチ材などを用いることができる。
【００４９】
　図６（ｂ）は、載置工程を示している。準備工程で準備した放熱板８の、接合材層９が
設けられた面に半導体素子３および光半導体素子６を載置し、リフローなどによって固定
化する。載置工程では、半導体素子３と光半導体素子６との組合わせを等間隔でマトリク
ス状に配置する。半導体素子３および光半導体素子６は、上記実施形態の半導体素子３お
よび光半導体素子６と同様である。
【００５０】
　図６（ｃ）は、封止工程を示している。上記のように半導体素子３および光半導体素子
６を放熱板８に載置した状態で、半導体素子３および光半導体素子６の全体を第１樹脂４
で封止する。本実施形態の封止工程は、上記実施形態の封止工程と同様である。
【００５１】
　図６（ｄ）は、端子露出工程を示している。本工程では、第１樹脂４の表面から接続端
子３１，６１および受発光部６２まで貫通する貫通孔４０を形成することで、接続端子３
１，６１および受発光部６２を露出させる。受発光部６２は、上記の実施形態と同様に、
受光と発光の両方を行うものに限らず、受光のみを行うもの、発光のみを行うものも含ま
れる。図６（ｅ）は、導光体形成工程を示している。本工程では、受発光部６２から外部
へ発する光または受発光部６２が外部から受光する光の導光体７０を形成する。図６（ｆ
）は、形成工程を示している。本工程では、第５実施形態と同様に貫通孔４０に導電材料
を充填して、あるいは貫通孔４０の内壁に導電材料を被着して貫通導体５０を形成し、第
１樹脂４の表面に、貫通導体５０と接続する表面配線５１を形成する。さらに、表面配線
５１によって、接続端子３１と接続端子６１とを接続し、半導体素子３と光半導体素子６
を電気的に接続することができる。本実施形態の端子露出工程、導光体形成工程および形
成工程は、上記実施形態の端子露出工程、導光体形成工程および形成工程と同様である。
なお、上記の端子露出工程と導光体形成工程と形成工程とを合わせて配線形成工程であり
、貫通導体５０と表面配線５１とで配線導体が構成される。
【００５２】
　図６（ｇ）は、個片化工程を示している。本工程では、第５実施形態と同様に、ダイシ
ング装置などを使用して、半導体装置４００毎に個片化する。放熱板８も半導体装置４０
０を構成するので、本工程において個片化される。以上の製造方法によって半導体装置４
００を得ることができる。
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【００５３】
　図７は、第７実施形態である半導体装置３００の断面図である。半導体装置３００は、
上記の第５実施形態の製造方法で製造されたものである。半導体装置３００は、半導体素
子３と、第１樹脂体４Ａと、配線導体である貫通導体５０および表面配線５１と、放熱板
８を備える。
【００５４】
　従来のＦＯ－ＷＬＰでは、封止樹脂と、再配線層における絶縁樹脂とは異なる樹脂を使
用しており、例えば、熱膨張係数の違いなどに起因して、再配線層での層間剥離や断線な
どを生じるおそれがあった。これに対して、本実施形態の半導体装置３００は、封止樹脂
と配線導体の絶縁樹脂とが第１樹脂体４Ａとして一体化されているので、層間剥離および
断線の発生を抑制して信頼性を向上させることができる。また、従来のＦＯ－ＷＬＰでは
、放熱板を半導体素子に接合するためには、封止樹脂を研削して半導体素子を露出させて
いた。研削時には、外力が付加されてしまうために、封止樹脂にクラックが発生したり、
封止樹脂と半導体素子とが部分的に剥離して空隙が生じるなどのおそれがある。また、研
削後に放熱板を接合すると、接合面に残る凹凸によって熱伝導性が低下し、放熱性が低下
するおそれがある。これに対して、本実施形態の半導体装置３００は、予め半導体素子３
と放熱板８とを接合した状態で製造されるので、接合面に凹凸がなく、熱伝導性を向上さ
せ、放熱性を向上させることができる。
【００５５】
　図８は、第８実施形態である半導体装置４００の断面図である。半導体装置４００は、
上記の第６実施形態の製造方法で製造されたものである。半導体装置４００は、半導体素
子３と、光半導体素子６と、第１樹脂体４Ａと、配線導体である貫通導体５０および表面
配線５１と、導光体７０と、半導体素子３の第２面３ｂおよび光半導体素子６の第４面６
ｂに当接した放熱板８と、をさらに備える、
【００５６】
　本実施形態の半導体装置４００も半導体装置３００と同様に、封止樹脂と配線導体の絶
縁樹脂とが第１樹脂体４Ａとして一体化されているので、層間剥離および断線の発生を抑
制して信頼性を向上させることができる。また、特許文献１に記載される従来のＦＯ－Ｗ
ＬＰでは、厚みの異なる二種類の半導体チップを用いており、回路形成面を支持基板上で
揃えているために、半導体チップの裏面の高さが異なっている。裏面に放熱板を接合する
場合、二種類の放熱板が必要となり、一方の放熱板は、モールド樹脂中に埋没してしまう
ので、十分な放熱特性を得ることができなかった。これに対して、本実施形態の半導体装
置４００は、半導体素子３および光半導体素子６の裏面である第２面３ｂおよび第４面６
ｂとが仮想平面上にあるので、１つの放熱板８を共有でき、樹脂中に埋没することもない
ので、十分な放熱特性を得ることができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　　支持基板
　２　　　粘着剤層
　３　　　半導体素子
　３ａ　　第１面
　３ｂ　　第２面
　４　　　第１樹脂
　４Ａ　　第１樹脂体
　６　　　光半導体素子
　６ａ　　第３面
　６ｂ　　第４面
　８　　　放熱板
　９　　　接合材層
　３１　　接続端子
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　４０　　貫通孔
　５０　　貫通導体
　５１　　表面配線
　６１　　接続端子
　６２　　受発光部
　７０　　導光体
　１００，２００，３００，４００　半導体装置

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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